
●使用期限が過ぎた商品券は使用できません。
●使用されなかった商品券の払い戻しは出来ません。
※現金併用の可否は店舗へお尋ねください。

デジタル商品券の
大田区プレミアム付

使用期限は

令和
7年２月７日 まで

© keshikasu©大田区

お早めに

ご使用ください！

金23:59

使用期限は

お問合せ先

コールセンター：0120-251-999
メールアドレス：ota_customer@digital-syouhinken.jp
問い合わせ窓口： 運営事務局窓口　東京都大森北 1丁目 1-10 大森シティビル９F

9:00~18:00
土日祝日を含む、年末年始 12 月 28 日～ 1月 5日を除く

コールセンター

2月14日まで

事務局窓口は

チャージ期限は１月31日金 まで23:59


